








































(2
)

法
第

19
条

の
13

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

会
計

帳
簿

に
は

、
当

該
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
に

係
る

そ
の

年
に

お
け

る
支

出
の

状
況

が
記

載
さ

れ
、

か
つ

、
当

該
国

会
議

員
関

係

政
治

団
体

の
会

計
責

任
者

が
当

該
会

計
帳

簿
を

備
え

て
い

た
。

(3
)

法
第

19
条

の
1
3

第
2

項
第

3
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

法
第

1
2

条
第

1
項

に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

は
、

会
計

帳
簿

、
領

収
書

等
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振
込

明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書
に

基
づ

い
て

支
出

の
状

況
が

表
示

さ
れ

て
い

た
。

(4
)

法
第

19
条

の
13

第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
及

び
振

込
明

細
書

に
係

る
支

出
目

的
書

は
、

会
計

帳
簿

に
基

づ
い

て
記

載
さ

れ
て

い
た

。

3
 

業
務

制
限

「桜
井

充
と

と
も

に
明

日
の

日
本

を
創

る
会

」
と

私
と

の
間

に
は

、
法

第
19

条
の

13
第

5
項

の
規

定
に

違
反

す
る

事
実

は
な

い
。

以
上

＼
ー

と


